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電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
規
程
の
細
目
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
細
目
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
に
従
事
す

る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練

の
実
施
に
関
す
る
こ
と 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
及
び
そ
の
他
の
技

術
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
の
適
切
な
教

育
・
訓
練
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る

巡
視
、
点
検
及
び
検
査 

（
略
） 

三 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
運

転
又
は
操
作 

（
略
） 

四 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
に
お
け
る

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策 

（
略
） 

五 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
し
、

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
体

制
、
報
告
、
記
録
、
措
置
及
び

周
知 

（１） 

迅
速
な
原
因
分
析
、
迅
速
な
サ
ー
ビ

ス
の
復
旧
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
事
業

者
と
製
造
業
者
等
と
の
連
携
に
関
す
る
こ

と
。 

（２）
～
（４） 

（
略
） 

六 

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
の

体
制
及
び
と
る
べ
き
措
置 

（
略
） 

 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
規
程
の
細
目
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
細
目
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
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の
下
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に
掲
げ
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と
す
る
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一 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る

巡
視
、
点
検
及
び
検
査 

（
略
） 

二 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
運

転
又
は
操
作 

（
略
） 

三 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
に
お
け
る

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策 

（
略
） 

四 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
し
、

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
体

制
、
報
告
、
記
録
、
措
置
及
び

周
知 

（１） 

迅
速
な
原
因
分
析
の
た
め
の
事
業
者
と

製
造
業
者
等
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。 

  

（２）
～
（４） 

（
略
） 

五 

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
の

体
制
及
び
と
る
べ
き
措
置 

（
略
） 

 



  
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
管
理
規
程
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規

定
に
合
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

七 

重
要
通
信
の
確
保
並
び

に
ふ
く
そ
う
発
生
時
の
体

制
及
び
措
置 

（１） 

緊
急
通
報
確
保
の
た
め
の
保
守
手
順
及
び

利
用
者
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。 

（２） 

ふ
く
そ
う
時
に
お
け
る
通
信
規
制
等
の
実

施
手
順
及
び
体
制
に
関
す
る
こ
と
。 

（３） 

ふ
く
そ
う
の
拡
大
防
止
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

事
業
用
電
気
通
信
設
備

に
関
す
る
設
計
指
針
及
び

計
画
管
理 

（１） 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
導
入
時
及
び
更
新
時
の

製
造
業
者
等
と
の
連
携
を
含
め
た
信
頼
性
確

保
に
関
す
る
こ
と
。 

（２） 

製
造
業
者
等
と
の
連
携
を
含
め
た
設
備
導

入
前
の
機
能
確
認
に
関
す
る
こ
と
。 

（３） 

設
備
の
安
全
・
信
頼
性
の
基
準
及
び
指
標

に
関
す
る
こ
と
。 

（４） 

将
来
の
利
用
動
向
を
考
慮
し
た
設
備
計
画

の
策
定
に
関
す
る
こ
と 

（５） 

障
害
の
極
小
化
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

設
計
指
針
及
び
計
画
管

理 

（１） 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
導
入
時
及
び
更
新
時
の

信
頼
性
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

（２） 

設
備
導
入
前
の
機
能
確
認
に
関
す
る
こ

と
。 

（３） 

設
備
の
安
全
・
信
頼
性
の
基
準
及
び
指
標

に
関
す
る
こ
と
。 

（４） 

将
来
の
利
用
動
向
を
考
慮
し
た
設
備
計
画

の
策
定
に
関
す
る
こ
と 

（５） 

障
害
の
極
小
化
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

重
要
通
信
の
確
保
並
び

に
ふ
く
そ
う
発
生
時
の
体

制
及
び
措
置 

（１） 

緊
急
通
報
確
保
の
た
め
の
保
守
手
順
及
び

利
用
者
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。 

（２） 

ふ
く
そ
う
時
に
お
け
る
通
信
規
制
等
の
実

施
手
順
及
び
体
制
に
関
す
る
こ
と
。 

（３） 

ふ
く
そ
う
の
拡
大
防
止
に
関
す
る
こ
と
。 

  


